
公募型プロポーザル方式に係る手続の開始 

  

柳井地域広域水道企業団水道料金システム統合業務の委託について、次のとおり公募型プ

ロポーザル方式に係る手続を開始します。  

  

  令和８年３月２日  

 柳井地域広域水道企業団 企業長 井原 健太郎   

  

１ 業務の概要  

次に掲げる業務の委託  

（１）業 務 名 柳井地域広域水道企業団水道料金システム統合業務 

（２）業務内容 応募要項及び仕様書による  

（３）履行期間 応募要項及び仕様書による  

（４）履行場所 応募要項及び仕様書による  

  

２ 参加資格  

この手続に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項に規

定する者でないこと。 

（２）柳井地域広域水道企業団の建設工事等入札参加資格審査申請要領（令和７年度・令和

８年度）に基づく資格審査において、物品（薬品）の製造・販売業、業務委託等につい

て競争入札有資格者名簿に登載されている者であること。 

（３）この手続の開始の日から企画提案書の提出の日までの間のいずれの日においても柳井

地域広域水道企業団建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等措置要領に基づく参

加停止を受けていないこと。 

（４）複数の水道事業 ・水水道事業において上水水道料金システム稼働実績があること。な

お、複数団体の水道事業の統合又は水道事業広域化による企業団移行に関連する水道料

金システム構築・運用実績があることが望ましい。 

（５）情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）認証又はプライバシーマークを

取得していること。 

 

３ 応募要項等の交付 

（１）応募要項 

①交付方法 柳井地域広域水道企業団ホームページからダウンロード  

②交付期間 令和８年３月２日(月)午前９時～令和８年４月２４日(金)午後５時 

（２）仕様書 

  ①交付方法 柳井地域広域水道企業団総務課において交付する 

  ②交付期間 令和８年３月２日(月)午前９時～令和８年３月２３日(月)午後５時 



 

４ 参加表明書等の提出方法、提出場所及び受領期限等  

（１）提出方法 （２）に記載する場所へ持参、郵送又は電子メールにより提出  

（２）提出場所 柳井地域広域水道企業団総務課 

〒742-0031 山口県柳井市南町 1-10-2 柳井市役所本館２階 

電話 0820-25-0255、電子メール soumu-yk@yanaikousui.jp 

（３）受領期限 令和８年３月２３日(月) 午後５時（必着） 

※郵送又は電子メール送信の場合は事前に電話にて連絡すること。 

（４）結果通知 参加資格審査結果は、令和８年３月３０日(月)午後５時までに電子メール

にて送付する。 

 

５ 質問書の提出方法、提出場所及び受領期限等 

（１）提出方法 （２）に記載するアドレスへ電子メールにより提出 

（２）提出場所 柳井地域広域水道企業団総務課 

soumu-yk@yanaikousui.jp 

（３）受領期限 令和８年３月３０日(月) 午後５時（必着）  

（４）質問回答 質問書への回答は、令和８年４月１０日(金)午後５時までに電子メールに

て送付する。 

 

６ 企画提案書の提出方法、提出場所及び受領期限 

（１）提出方法 （２）に記載する場所へ持参又は郵送により提出 

        ※郵送の場合は事前に電話にて連絡すること。 

        ただし、データ提出物については外部記憶媒体又は電子メールにより提出 

（２）提出場所 水表のとおり 

提出場所 所在地 部数 

柳井地域広域水道企業団総務課 〒742-0031 山口県柳井市南町1-10-

2 柳井市役所本館２階 

８部 

電子メールアドレス soumu-yk@yanaikousui.jp  

（３）受領期限 令和８年４月２４日(金) 午後５時(必着)  

 

７ 審査  

審査は、応募要項で定める審査基準に基づき実施し、令和８年５月２０日（水）までに、

すべての参加者に審査結果を通知する。  

 

８ その他  

詳細については、柳井地域広域水道企業団総務課に問い合わせること。 


